大阪市教育委員会及び堺市教育委員会が実施する一種免許状取得免許法認定講習については、大阪府教育委員会を通じての受講申込みに限って、大阪市、堺市以外の教職員（幼稚園教員を除く。）も受講申込みができることとされています。

つきましては、次のことに注意して申し込みをしてください。
(1) 受講申込手続きは、大阪市又は堺市の各教育委員会が指定する受講申込書を用いてください。

(2) 受講申込書の提出は、大阪府教育委員会教職員企画課免許グループに郵便等による送付または窓口に持参してください。（逓送便により送付しないでください。）
その際、封筒の表面に「大阪市認定講習申込」「堺市認定講習申込」と朱書きしてください。

(3) 大阪市、堺市の各教育委員会が実施する認定講習の受講の可否の通知は大阪府教育委員会から行います。申込書提出の際、返信用封筒（長形３号の封筒に８０円切手を貼り、受講申込者のあて先を明記したもの）を同封してください。
(4) 受講申込締切日は、平成２３年６月３０日(木)とし、当日消印までのものを有効とします。
(5) 大阪府、大阪市、堺市の各教育委員会が実施する認定講習は併せて受講することができます。
提出に関する連絡先　　　　　　　大阪府教育委員会事務局教職員室
教職員企画課免許グループ　藤枝
〒５４０-０００８

大阪市中央区大手前３-２-１２ 別館５階

電　話　０６-６９４４-６１８０（直通）
